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第４回足利市農業委員会議事録 

 

足利市農業委員会会長 三田隆俊は、平成２９年９月２５日、午後３時００分、農業委

員を足利市役所に召集し、第４回足利市農業委員会を開催した。 

 

１ 出席した委員は、次のとおりである。 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

  １ 小山 勉   ２ 三田照子   ３ 三田隆俊 

  ４ 藤生正浩   ５ 森山進平   ６ 遠藤茂太 

  ７ 河内義昭   ８ 星野雅彦  ９ 長谷川良光 

１０ 亀田幸雄 １１ 仙田光男 １２ 桐生さとみ 

１３ 清水 茂 １４ 赤坂安一 １５ 本島一喜 

 

１ 出席した職員は、次のとおりである。 

   局長 蜂須義久、次長 吉澤 勇、副主幹 足立 純、主査 糸井隆雄、主任 若井武敏 

１ 書記は、次のとおりである。 

 主査 本田未央子 

１ 会議事件は、次のとおりである。 

   (議事日程のとおり) 

１ 会議の概要は次のとおりである。 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

報告いたします。ただいまの出席委員は１５名、全員であります。 

本日の議事日程について報告いたします。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について 

日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長 

専決処理について 

日程第３ 議案第１号から議案第４号について 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第４号 市への要望書について 

以上です。 

よろしくお願いいたします。 

ただいま局長から報告のあったとおり、出席委員１５名で定足数に達して

おりますので、これより第４回足利市農業委員会を開会いたします。 

【午後３時３分 開会】 

報告事項について、次長より報告いたさせます。 
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次長 

議長 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

副主幹 

 

 

 

 

 

【事業概要報告】 

次長から報告がありましたが、ご意見はございませんか。 

【意見なし】 

それでは日程に入ります。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について議題といたします。 

議事録署名委員は、議長において指名することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、よって議事録署名委員は議長において指名いたします。 

４番 藤生正浩委員、１３番 清水 茂委員を指名いたします。 

ご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議事録署名委員は両名と決定いたしました。 

続いて日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局

長専決処理について、事務局からの報告を求めます。 

それでは議案書の１ページをお開き下さい。 

農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長専決処理につい

て、ご報告させていただきます。総括表に基づきましてご報告いたします。 

まず始めに、農地法第４条の届出ですが、件数が３件、筆数が７筆、面積が

２，１５４．９８㎡となっております。 

続きまして、農地法第５条の届出ですが、件数が１６件、筆数が１９筆、面

積が７，００７．０９㎡となっております。 

合計いたしまして件数が１９件、筆数が２６筆、面積が９，１６２．０７㎡

となっております。 

また、詳細につきましては、第４条の届出が２ページに、第５条の届出が３

ページから６ページに記載されております。 

以上報告いたします。 

ただいま、事務局から報告致しましたが、ご質問はございませんか。 

【質問なし】 

それでは、専決処理についてご了承願います。 

続いて日程第３に入ります。 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請についてを議題と

いたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の７ページをお開き下さい。 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請についてご説明いたしま

す。 

１番、申請地は名草上地内の畑、面積３２㎡です。譲受理由は、自作地に隣

接しているため、取得し整形して耕作したいで、譲渡理由は、労力が不足して

おり経営規模を縮小したいというものです。契約内容は所有権移転の売買で
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議長 

 

 

１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

す。 

続きまして、議案書の２７ページをご覧下さい。１番の調査書となっており

ます。各項目とも、適正なものと判断されております。次ページに位置図と公

図が載せてございます。 

２番、申請地は大沼田町地内の田、面積１８４㎡ほか５筆です。譲受理由は、

自作地に隣接しているため、取得し耕作したいで、譲渡理由は、会社員のため

離農したいというものです。契約内容は所有権移転の売買です。 

続きまして、議案書の２９ページをご覧下さい。２番の調査書となっており

ます。各項目とも、適正なものと判断されております。次ページに位置図と公

図が載せてございます。 

以上よろしく、ご審議をお願いいたします。 

本件は先に１番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

小山委員。 

１番 小山です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

調査年月日は平成２９年９月１４日、木曜日、午前８時３０分から、調査班

は森山委員を班長といたしまして、河内委員、赤坂委員、藤生委員、私の５名

で調査を行いました。 

調査対象、契約内容、申請理由については事務局から説明がありましたので

省略いたします。 

今回の調査は、３条許可申請に伴い申請地の確認を行ったものであります。 

申請地は所有権移転売買の申請であり、申請人の自作地の現地調査につい

ては、合計いたしまして計７筆あることから、事前に事務局で確認し、適正に

耕作及び管理がなされていることの報告を受けましたので、省略をさせてい

ただきました。 

また、申請地は自作地への耕作道として確保しつつ耕作する計画であるこ

とから、周辺農地の農業上の支障はないものと判断いたしました。 

また、別紙調査書に基づき、許可基準の要件を満たしていることを確認した

ため、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第１号 １番はそのように決定いたしました。 

続いて、２番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

藤生委員。 
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４番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

副主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４番 藤生です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

調査年月日、調査班は１番の案件と同様であります。 

調査対象、契約内容、申請理由については事務局から説明がありましたので

省略いたします。 

今回の調査は、３条許可申請に伴い申請地の確認を行ったものであります。 

申請地は所有権移転売買の申請であり、申請人の自作地の現地調査につい

ては、合計いたしまして１２筆あり、事前に事務局で確認し、適正に耕作及び

管理がなされていることの報告を受けましたので、省略させていただきまし

た。 

また、申請地は自作地と隣接しており耕作をするのに利便性が良いことか

ら、周辺農地の農業上の支障はないものと判断いたしました。 

また、別紙調査書に基づき、許可基準の要件を満たしていることを確認した

ため、許可相当と判断いたしました。 

なお、今回の申請地内には公図上に「道」がある事から、今後の扱いとして、

これらの土地の払い下げ、または、換地の確保等をきちんと関係部署と協議す

るように指導予定である事を申し添えます。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第１号 ２番はそのように決定いたしました。 

続いて、議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

それでは議案書の８ページをお開き下さい。 

議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請について、ご説明いたしま

す。 

１番、申請地は迫間町地内の田、面積３，３３９㎡ほか５７筆です。施設の

概要は、駐車場です。 

申請理由は、申請者が管理受託している近隣大規模花卉農園で毎年１０月

から翌年２月まで実施するイルミネーション時期及び４月、５月に開花する

藤等に合わせ、多くの来場者があり既存の駐車場では不足するため、毎年１１

月から５月までの期間を３年間一時転用で申請地を借り受け、駐車場として

利用したいで、農地区分は農振農用地、備考としまして、都市計画法適用外、

農地法施行令１０－１－１、「一時的な利用」及び「農業振興地域整備計画の

達成に使用を及ぼす恐れがない場合」とありますが、「支障を及ぼす恐れがな

い場合」の間違いですので訂正をお願いいたします。以下１３ページまで同様
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議長 

 

 

ですので訂正をお願いいたします。 

続きまして、議案書の３１ページをご覧下さい。１番の調査書となっており

ます。各項目とも適正なものと判断されております。３２ページから４０ペー

ジに実情調査報告書が載せてございますので、ご覧いただきたいと思います。 

それでは議案書の１３ページをお開きください。 

続きまして２番、申請地は利保町地内の田、面積４１９㎡です。施設の概要

は駐車場です。 

申請理由は、申請人である宗教法人が営む寺院の法事等の際に既存の駐車

場では手狭なため申請地を譲り受け駐車場として利用したいで、契約内容は

所有権移転の寄附、農地区分は第２種農地、備考としまして、都市計画法適用

外、農地法５－２－２、他に代替えする土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の４１ページをご覧下さい。２番の調査書となっており

ます。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。次ページに位置

図と公図が載せてございます。 

１３ページにお戻りください。 

続きまして３番、申請地は大沼田町地内の田、面積３３０㎡です。施設の概

要は、一般住宅一棟、延べ床面積８３．２２㎡です。 

申請理由は、現在市内の借家に住んでいるが手狭なため申請地を借り受け、

住宅を建築したいで、契約内容は使用貸借権の設定、農地区分は第２種農地、

備考としまして都市計画法３４－１１、基準を満たす道路に接する住宅、農地

法施行令１０－２、農業の振興に資する施設 住宅です。 

なお、譲受人と譲渡人は親子になります。 

続きまして、議案書の４３ページをご覧下さい。３番の調査書となっており

ます。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。次ページに位置

図と公図がございます。 

議案書の１３ページにお戻りください。 

続きまして４番、申請地は羽刈町地内の畑、面積７９３㎡です。施設の概要

は、駐車場です。 

申請理由は、申請人である医療法人が運営する医院の職員用並びに患者用

の駐車場が不足し手狭なため、申請地を譲り受け駐車場として利用したいで、

契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、備考としまして都市計

画法適用外、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の４５ページをご覧下さい。４番の調査書となっており

ます。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。次ページに位置

図と公図が載せてございます。 

以上よろしくご審議をお願いします。 

本件は先に１番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

赤坂委員。 
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議長 

１４番 赤坂です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の３１ページをご覧下さい。 

今回は、５条許可申請に伴い、申請地の調査と、別添資料の調査書に基づき

まして、審査基準の確認を行いました。 

調査年月日および調査班は３条許可申請と同様であります。 

調査対象、契約内容、申請理由については、事務局から説明がありましたの

で省略いたします。 

５条許可申請の実情につきましては、申請地の現地調査と、申請人の出席の

もと、聞き取り調査を行いました。 

本件は、申請人が管理を受託している市内の大規模花卉農園の来園者用の

駐車場用地として、３年間一時転用し、利用したいというものです。 

農地法上の農用地の一時転用の期間は最長３年であることから、従来３年

ごとに許可申請が行われています。 

転用面積については、５，３２７台が駐車できる、約１３ｈａの面積が必要

とのことですが、年々入園者数は増加傾向にあり、３年前の前回の申請では約

１０ｈａでしたが、今回はそれを上回る面積での申請になっています。 

また、平成３０年に当該花卉農園の隣接地にＪＲ両毛線の新駅が開設とな

る予定ですが、現状では乗用車と鉄道利用者の比率は従来と同等程度になる

と推測しており、開設後の来園者の動向を見守りたいとのことでした。 

土地の選定理由としましては、周辺の候補地を検討しましたが、当該花卉農

園から近く、条件を満たしている適地が申請地とのことでした。 

また、用水路や畦畔の保護のため、車両の出入口には鉄板を敷き、またカラ

ーコーンや夜間照明を設け、警備員を配置します。雨天時のぬかるみの対策と

して申請地の一部には養生資材を敷きます。工事車両の通行については、通勤

通学の時間帯を避け、一時転用期間中については足利警察署の指導に従い、交

通渋滞の緩和のため申請地周辺の農道での一般車両の一方通行を実施します

が、農耕機の往来については優先的に通行ができるよう配慮するとのことで

す。 

以上のことから、周辺農地および申請地の一時転用について、営農に影響の

ないものと思われます。 

また、事業費は、土地の賃借料を含め全額自己資金で賄われることを確認い

たしました。 

結論として、申請地は迫間町ならびに大久保町にまたがる農振農用地であ

り、申請人の実情から、一時転用の必要性と確実性が認められ、別紙調査書の

許可基準を満たしていることから、調査班としては、許可相当と判断いたしま

した。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 
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【意見なし】 

意見もないようですので、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号 １番はそのように決定いたしました。 

続いて、２番から４番を上程いたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号 ２番から４番はそのように決定いたしまし

た。 

続いて、議案第３号 農用地利用集積計画の決定についてを議題といたし

ます。 

事務局の説明を求めます。 

それでは、議案書の１４ページをお開き下さい。 

議案第３号、農用地利用集積計画の決定について、ご説明いたします。 

平成２９年９月２９日公告分であります。 

議案書の１５ページをご覧下さい。今回の議案の総括表であります。貸借権

設定（利用権設定）が、１２件で面積２１，７４８㎡です。 

続きまして所有権移転は、今回は０件になります。 

なお、詳細につきましては１６ページから１９ページに記載されておりま

す。 

なお、今回の議案から、備考欄に認定農業者の方につきましては、認定農業

者と記載をさせていただいておりますが、議案の中で１０番から１２番の譲

受人の方については、認定新規就農者でいわゆる担い手に含まれますので、追

記をお願いいたします。 

審議の後、承認をいただきましたら、いずれも９月２９日付で公告の手続き

を行います。  

以上よろしくご審議をお願いいたします。 

本件は、先に１番を上程いたします。 

ここで、農業委員会等に関する法律、議事参与制限の規定により、１４番 

赤坂委員の退席を求めます。 

【午後３時３３分 退席】 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号 １番はそのように決定いたしました。 

ここで、関連議案の審議が終了しましたので、赤坂委員の出席を求めます。 
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【午後３時３５分 出席】 

続いて、２番から１２番を上程いたします。 

本件について、意見を求めます。 

長谷川委員。 

９番 長谷川委員。 

前々から問題になっていたと思うのですが、今回の借り受け者の中で耕作

放棄地を抱えている方がいらっしゃいます。２号遊休農地を抱えてらっしゃ

る方です。 

これに対して、農業委員会としては、明確に受け付けないとか否決するとい

うことを今までやってきていないので、この場でどうこうするのはどうかと

は思いますが、農地パトロールの中で今年あがった人なのです。まだ事務局の

ほうに届いていなかった可能性もあるので、事務局でも見落としたかもしれ

ませんが、その扱いをどう判断するのか意見を聞きたいのと、今後、流動化の

申し込みにあたって、遊休農地を抱えている人は流動化に参加できませんと

いうような案内を広報にでも載せることが必要かなと思います。 

はい、次長。 

長谷川委員のおっしゃったとおり、ご指摘そのものだと思います。 

今までにそのような方が、利用権を設定されていたということを私も知り

ませんでしたので、大変申し訳ございません。 

今後は、設定ができないような要項を作るとか検討していきたいと思いま

すので、ご了承いただきたいと思います。 

ただ、今回に関してはどなたかというのを把握していないので、すでに議案

として挙がっていますので、このまま進めていただければと思います。 

ここで、暫時休憩といたします。 

【午後３時３７分 休憩】 

休憩前に引き続き、議事を再開いたします。 

【午後３時４３分 再開】 

ただ今の件につきまして、許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号 ２番から１２番はそのように決定いたしま

した。 

続いて、議案第４号 市への要望書についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。副主幹。 

議案書の２０ページをお開き下さい。 

議案第４号 市への要望書について、ご説明いたします。 

この市への要望書については、農業委員会として毎年農業者の要望を可能

な限り集約をした上で市長に提出し、来年度の予算へ反映して頂くというこ

とを目的として作成をしております。今年度は本日午後５時から提出を予定

しております。それでは議案書２１ページをお開きください。 
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（要望書（案）読み上げ） 

以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

本件について、意見を求めます。 

小山委員。 

１番 小山です。 

ただ今の要望書の中で、１の（２）農業基盤の整備、用水堰の整備とありま

すが、市単独用水堰整備事業は、県費補助等に該当しない小規模な改良工事に

対する補助とありますが、下から４行目に堰、樋門の改修や揚水機の新設・改

修に本市単独用水堰整備事業助成制度が利用されている状況からという表現

ですが、本来この補助事業は、堰の改修及び小規模な改良工事に対する補助と

なっているのに、樋門の改修、揚水機の新設に利用されているという意味あい

でしょうか。 

だとすると、本来の補助事業の補助対象から外れたことをやっているので、

よろしくないという表現ととらえられそうですが、それについてはいかがで

しょうか。 

副主幹。 

市単独用水堰整備事業は、その補助対象に堰の改修、揚水機の新設・改修が

含まれているかどうかということでしょうか。これにつきましては、含まれて

いるという理解で、需要があるので継続と拡大をお願いしたいという意味で

の要請と考えております。 

そうしますと、該当するのは小規模な改良ということですが、ここには堰・

樋門の改修とありまして、この樋門というのは、小規模なものではないと私は

認識しております。一級河川等にある、逆流防止の大型ゲートの事を樋門と称

するので、農業施設の小規模なものではないと考えますがいかがでしょう。 

この堰・樋門というのは、私が考えていますのは、農業用水路にあるフタと

いいますか、市で設置する大規模な水門ではなく、もっと小さな、人の手で開

閉できるようなものだと認識しております。 

改良区の理事長に聞いてみてはどうでしょう。 

議長は発言できないのですが、改良区の理事長として発言しますと、ただ今

の小山委員の指摘のとおりです。樋門とは大型の水門のことです。ただ、通常

２ｍ、１ｍの水門でも樋門と使っています。樋門と水門の見かけの違いはどこ

なのかといわれると、定かではないのです。 

三栗谷用水では、樋門というのは大きなものを指しています。どのくらいま

でといわれても困りますが、およそ２ｍくらいまでのものは水門と言ってい

ます。はっきりとしたことは、わかりません。 

この案を作ったときの考え方なのですけれど、文章構成がどうこうという

より、要は、国も県も補助を出してくれないような箇所について、補助が受け

られないので、それに対応する市の単独事業で補助の継続をお願いしたいと

いうところが主旨です。 
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国、県の補助が受けられるところは活用していただいて、そうでないところ

の補助については、この市単事業としての補助しかないので継続を要望した

いということで載せさせていただきました。 

余談ですが、国、県の補助事業に該当するというのは２００万円を超えるも

ので、それ以下のものにはつきません。２００万円でできるのは、どのくらい

の水門かというと、２、３ｍくらいのものであればはできると思います。 

柳原用水、わたらせ左岸改良区に加われない区域でため池の管理をしてい

るので、そこで補助を受けられるように残していただきたいという思いであ

ります。 

事務局。 

ご意見ありがとうございました。 

私も専門外でうまくまとめられませんでしたが、樋門のところを水門と修

正をさせていただきたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

小山委員、そのような表現でよろしいでしょうか。 

はい。 

それでは、１ページの下から４行目の、「堰、樋門」を「堰、水門の改修」

に訂正をしたいと思います。 

それでは、それ以外で何かございますか。 

赤坂委員。 

先ほどの水門の表現ですが、インターネットで調べて見たところ、樋門より

水門のほうが大きいとなっています。 

暫時休憩といたします。 

【午後４時０７分 休憩】 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

【午後４時１５分 再開】 

それでは、本件を承認することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第４号はそのように承認いたしました。 

以上で本日の議案審議全部を終了いたしました。 

続いて、報告事項 農地法第５条の規定による届出受理の取消願及び非農

地証明願の処理経過について、事務局の報告を求めます。 

それでは、議案書の２４ページをお開き下さい。 

報告事項、農地法第５条の規定による届出受理の取消願について、ご説明い

たします。 

１番、申請地は五十部町地内の田、面積７０㎡、施設の概要は駐車場、受理

の日付は平成２９年８月７日、取消理由は、譲受人を変更するためで、取消の

日付は平成２９年８月２８日です。 

つづきまして、非農地証明願の処理経過についてご説明いたします。 

１番、申請地は県町地内の田、現況 宅地、面積３７９㎡、願出の理由は、
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昭和４３年４月頃より宅地として利用しているで、受付の日付は平成２９年

８月３１日、処理の日付は同じく９月６日です。現地確認は事務局と長谷川職

務代理で行っております。 

以上、ご報告します。 

ただ今、事務局より報告のあった本件について、ご意見はございませんか。 

【意見なし】 

それではご了承願います。 

なお、議案末尾に農地法第１８条第６項の規定による通知について載せて

おきましたので、ご承知おきください。 

また前回の総会において、農業会議に諮問する旨の議決をされた、農地法第

５条許可申請につきましては、８月２８日に開催された常設審議委員会にお

いて許可相当との答申を得、会長専決にて許可書の交付をしたことをご報告

いたします。 

慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。 

以上で、第４回足利市農業委員会を閉会いたします。 

【午後４時２０分 閉会】 
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